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デ
ゝめじは

開港直後から.昼夜を問わず騒.音被害を受けられている方 の々1苦況を,き,か らわ

察しいたします。私たち「 郷土と暮しを守る会Jは・開港前後の一連σ測定。調

査‐,研究結果をも―とに,″ 騒音をどのように軽減させていくか 'その技術上の間

題1点を解明しぃと
'あ

えずことに5つの方策を提言します。被害住民の方 .々市

町村当局をはじめ広く関係各位に御検討いただき,騒音軽減の運動に役立ててい

ただければ幸いです(参考資料もつけましたので)。

今日崚で,大会の各種測定。調‐査には,市町村当局や部落の方 か々らさまざま

な御協‐力と鴛脂導をいただきました。改めて感謝の念.を 申し上げるとともに、微

力ですが今後 調ヽ査研究―の面からみなさんの運動に奉仕する決意を申し上げ・御

挨拶といた.し ますも

1978年 7月

成由空港から郷土 と暮 しを守る会
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第 ■の提言 夜 9時す ぎの発着を禁止す る

☆ ″
夜 ぐっすり眠る″ことは、人間が生きてい〈上でゆずることのできないギリギリの要求です。

☆ 開港前に、成田市荒海 と芝山Ert馬部落で調麿 した結果 (資料 1)では、 10人のうち6人 ま

でが夜 9時までに寝ています。開港直後のアンケート調査 (資料 8)で も、夜 9時すぎの発着を

禁止させたいと要求する方は、直進コース下の部落で 90%に達 しています。

☆ 実験研究によれば、 50ホ ーンのジエ ット機音により腫眠深度が浅〈なることが確められてい

ます (資料2)。 最近、コース下の部落で測定 した目覚し時計 41台のベルの音の平均は、距離

1″ で67ホ ーンでした(資料 4)。 このような各種調査結果か ら、夜間飛行禁上の要求は、空

港の近 くはもとより、佐原や蓮沼、茨城など広い地域の人々も一致できる共通の願いです。

☆ にもかかわらず、千葉県当局は、6月 9日 の市町村長会議において「 外国 との関係 」を理由に、

関係市町村長の夜9時以降発着禁止要請を抑え込んでしまいました。過崚的に、夜間の便数削減

はありえますが、生存権をかけた基本的要求を値切 り、県民の悲願 よりも外国を優先し、被害者

よりも加害会社に加担する県当局の態度は、ただちに改めてもらわなければな りません。

☆ 附属資料 (資料 5)に、夜間発着する旅客便の相手空港発着時刻を調べてあります。成田発着

を 1～ 2時間繰 り上げることは可能です。仮に、繰り上げ困難な便があるとすれば、ルートや寄

港地を変更させることこそ政治であり、かつ後述する通 り運輸大臣の職務でもあります。

☆ 夜間飛行の禁止は、もっとも深刻な問題であるだけに、現在訴訟にまで発展 している空港が、

大阪につづいて福岡、横田、小松、厚未 とひろがっています。本会は、数年前から全国 JO空港

の住民、研究団体と交流を続けています。北総と茨城の人々が、署名や交渉、訴訟などで足並み

をそろえ、全国の航空公害被害者と連絡 をとり、大同団結して当るならば、必ず非願は達成さね

るでしょう。

第 2の提言 現行便数 を凍結 し、増便させない

☆ 開港直後から、騒音の大 きさ と回数に関心が集っています。アンケー ト調査では、 8割 もの多

数の人たちが、許容できる回数 を現行便数 より少ない 1日 60回以下～ 1機で も困る、 と申し立

てています。
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☆ 運輸省は、6月 8日 国内乗り継ぎ6便の発着を認可し、続いて夏、秋以降次々と増便の計画 を

持っています。 しかし、少なくとも、民家の防音工事を完了 し、関係住民と地元市町村の同意を

えないうちに、運航側だけの一存で一方的に増便し、被害を拡大することな許されることでしょ

うか。

☆ 発着回数に歯止め をかけなければ、 A滑走路だけで一 日の発着は 360回 にもふ くれてしまい

ます。現在の 2倍以上です。 しか も大問題は、被害回数が仮に 2倍 にふえても、一機ごとの音を

わずか 3ホ ーン低 〈すれば(3ホ ーンの差 は、小さいか どうか判別つけにくい範囲の感じ )空港

公団が被害区域をきめるうるささ指数WE CPN Lは変 りません。従 って対策区域 も変 らない と

いう奇妙な結果をまねいてしまいます。附属資料の「 WECPN Lの 解説と批判 」を参考にして

下さい。

☆ 大阪空港では、大阪国際空港騒音対策協議会の便数凍結・減便方 針に航空局が応 し、便数変更

の事 前協議 を約束 しま した。 このため、年末年始の便数削減、地元市長 らの中国訪問臨時便の中

止、伊丹市福祉協議会主催の海外旅行募集計画の中止 とい う成果 をもた らしま した。そのかげに

は、「 緊急時以外は飛行機に乗らないように しよう」という住民同志の厳しい申し合わせや、国

に先がけて環境基準 (資料 16)を設定し一 日の飛行回数を100回以下に抑えようとする伊丹市

当局の努力などがあります。

第 3の提言  ■機ごとの取締 りを強める

☆ 私たちは、開港前のテスト飛行の騒音は、「 目方が軽いため本物 より10ホ ーン以上低い」と

繰り返 し警告 してきました。 しかし、ものは考えようで、運輸省は開港前後に、重量によってず

い分騒音がちがうということを、体験を通 して分 りやす 〈教えてくれたともいえます。

☆ 本会が測定したデータのうち、衆行高度 とコースのずれ (資料 11)、 航空機までの距離と騒音

の大きさ (資料 12)を参照 して下さい。

☆ いま騒音対策で見落されている問題は、増便させないことと、一機ごとの騒音規制 (発生源 )

の二つです。次に、一機ごと取締る方策について考えてみましょう。

3-1 ま ず、主 要 な部 落 や地 域 ご とに
″

○ ○ ホ ン以上 の音 を出 して 飛ぶ な ′ と

い う規 制値 を定 め ます 。

定め方は、市町村 を通して交渉 し、運航倶1と 協定を結ぶのも一つの方法です。規制値を何ホン
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にするか、カロ害例と被害者lFlで は激 し〈対立するはずですが、第 1告1限値と、これよりい くらか

緩和した第 2制限値を設定し、違反機に対する需1裁措置にも段階をつけることも考えられます。

たとえば、佐原、蓮沼などすべての地域で第 1規制値を65ホ ンまたは70ホンとし、日中の第

2規制値を次のように定めます。

第 2規制値 75ホ ン 下総町新川、栄町矢口、成田市安西、久住第 1小、松尾町生子宿

″  80ホ ン 成田市荒海、中3/1、、遠山中、芝山小、横芝町中台

″  85ホ ン 成田西和泉、野毛平移転地、本三里塚、芝山中、小池芝同施設

☆ この第 2規制値は、騒音テスト飛行の実測値などの資料をもとにし、同時に、現在日本の騒音

規制基準で許されている限度ハ 特定建設作業の 85ホ ン (資料16)で あることを考慮しました。

☆ 大阪空港の規制値は、ほとんどの飛行機が違反せずに飛べるように、この時ばかりは実測値の

最高クラスをとりあげ、日中 107ホ ン、夜間75ホ ン (空港北端より約 2.4た″)と 運輸大臣が

告示で定めました。一方、伊丹市は日中85ホ ン、夕方 75ホ ンと市条例で定めています。また、

運輸省は 70ホ ンを障害が起る限度 とみており、一方大阪空港訴訟団は日中65ホ ンを限度とし

て争っています。

3-2 次 に、 違 反機 に対 し、制 裁 措置 を とる こ とを確 立 させ ます 。

☆ 現在、大阪空港では、ゆるい規制値 107ホ ン等を超過 した機長に対 し、報告書や始末書を提

出させるにとどまっています。

☆ 規告1措置は、違反の程度により、警告、会社名や重量の公表、自治体等への釈明、罰金、重量

制限、発着禁止を組み合わせることが必要です。一番有効な方法は、重量 tll限 です。かってロン

ドンのヒースロー空港では、アメリカ大陸へ直行する航空機に対し、燃料を減 らさせたり、途中

給油のため寄港地を新設させたりしました。成田でも、夜出発するアメリカ大陸直行便は飛行距

離が約 9000筋 もあります。これをハワイに寄港遂せれば、最初の飛行距離は6000たπにちぢま

ります。シンガポールやバンコ ツクヘ飛ぶ飛行機 も、途中沖縄か台北に寄港すれば、飛行距離 も

半分以下にちぢまります。積荷を減 らすか、燃料を減らして最初の奇港地を近 くにするか、いず

れにしても、会社のもうけよりも被害者の救済保護を優先させるべきです。

3-3 運 輸大臣 に現 行 法の 発 動 を要請 します 。

☆ 私たちの会は、航空機公害を発生源て取締る「 航空機騒音規制法 」の制定を提唱していますが、

不十分ながら現行法でも活用できる条項があります。たとえば、運輸大臣は、発着時間、航行の

方法等を告示で指示し、違反機を罰金 (1万円以下 )に処することができます (航空機騒音防止

法第 3条および第 68条 )。 また、公共の福祉を阻害 している場合、運輸大臣は、事業計画 (路
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線、機種、回数、発着時刻等 )を 変更させることができます (航空法第 112条 )。

☆ 残念なことに、これ らの規定は死文化 していますが、運輸大臣が職務を忠実に果すよう要請し

ようではありませんか。

3-4 騒 音 監視装 置 を増設 させ ます。

☆ 規制値を守っているかどうか監視するため、地域 ごとに騒音監視装置の設置要求場所 を決めて

増設を要求 しましょう。現在、空港公団の騒音警報記録装置は、中郷小、久住第1小、荒海共同

利用施設、芝山小、東小、大総小の 6ケ所です。 このほかに、先に例示した、新川、失口、安西、

西和泉、野毛平移転地、遠山中、本三里塚、芝山中、小池共同利用施設、中台、生子宿と大平小

などに、騒音測定装置 を設置することが必要でしょう。この費用は、すべて空港設置者である空

港公団が負担するのが当然です。

☆ さらに、市民や町民が、随時自分の部落での騒音を測定できるように、市役所や役場 に普通騒

音計を数台備えつけ貸出しできるようにしてもらいましょう。 1台 15～ 25万円で、操作は3

分で覚えられます。

3-5 高 度 とコー ス ず れ も監視 します 。

☆ 飛行コースと高度の約束 (直進お よび県内6000フ ィート)違反は、添付資料の本会測定結果

からも明らかです。

☆ 運輸省に申し入れ、住民が必要とする時は、レーダー航跡図 と電波高度計による飛行高度資料

を提出する よう約束をかわす必要があります。

☆ 私たちの会は、地域の要望に応じ、引続きコースと高度と騒音の測定を続けます。

☆ 民家防音工事費の補助区域について、住民と自治体側から、線引き見直しの要望が出される一

方、運輸省 と空港公団は、実測の結果修正の必要はないと反論 しています。

☆ 私たちは、線引き見直しの要望は、現実の被害感か ら打ち出された当然のものとしてその心情

を理解します。 しかし、現行法規を基準に執行する行政当局を相手にする場合、要望の言い方を

変えないとかみ合いません。当面の要求は「 70w以上の区域の民家防音補償を、予算を補正し、

出来るかぎりすみ渤 にヽ、おそ くとも今年度内に実施すること」とするか、同じ意味で「 環境基

準の繰止げ年度内達成」とするのが適当と考えられます。

第 4の提言  年度内に、 70w区 域の防音補償を



☆ すでに響輸省は、現行補助基準 85wを 80wに変える方針を固めましたが、これて救われる

のは約 alcl戸 にす ぎず、その実施は昭和 55～ 56年 と報道されています。成田市安西や芝山町

小池、松尾町全域など推定80w以下の地域は放置されたまま。悪いことに、今春成立 した「 空

港周辺土地規制法」が1～ 2年後に発動すると、民家の新築、増改築は全額自己負担で防音工事

をしなければ建築が許可されな くなります(資料 15)。

☆ 国が定めた目標値 70wの民家まで、防音補償を一気に拡大させることが必要です。なお、私

たちの会は、基準は65w(一 日100機前後で平均 65～ 70ホ ンに相当 )にすべきとい う主張

をしています。

☆ ところで、国の環境基準値には70wと 75wの 2類型があり、 どこまでが 70wま たは75

wか という線引きは、県知摩が指定します。予定では、 6月 10日 から一週間連続の測定結果を

参考に県が案をつ くり、市町村 と協議をし、県公害対策審議会にかけて、8月 ごろ決定します。

☆ この線引きに関 し、注意すべき点を2つ 申し上げておきます。

☆ 第一に、うるささ地域の指定は、できるだけ狭くしなければなりません。飛ばす側に立つなら

ば、将来の増便 も見越して騒音区域をできるだけひろげておこうとするでしょう。県当局は、深

夜便の削減やうるさい機種の変更を、本気で国に迫り実現するつもりなら、騒音地域の指定は実

測の範囲 より狭く指定すべきです。

☆ 第二に、2類型のうち70wで 線引きさせなければなりません。用語のたくみなすりかえ (資

料16)に より、成田、芝山、横芝、松尾のほとんどの地域が、ゆるめられた基準 75wで紡引 き

されるおそれが濃厚です。 70～ 74wの騒音被害を受けても、「 あなたの所は線引きの外です

から……」と、対策の対象から切捨てられることになります。もともと、商工業地域だけが例瞬

としてゆるい基準 を当てはめられるのであって、成田空港周辺の市町村はすべて基本指針値の

70wで線引きすべきです。

第 5の提言  空港計画の全面的再検討

☆ 私たちは、Aラ ン発着機数 と二期工事を凍結し、成田空港の今後のあり方を、首都圏の航空体

系の中で、民主的に全面的に再検討することを要求 します。

☆ 空港設置が閣議決定されて以来 12年間、運輸省、空港公団は関係住民をはじめ地方自治体の

意見 も全 く無視しつ けヽて来ました。
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☆ とりわけ開港までは当然解決されなけれは らなかった騒音耕 ガス公害問題をはじめとする燃料

輸送、交通アタセス、住民の生活と営業の問題、土地利用や自治体財政問題等々はかえりみず、

大企業優先 (日 航こ鉄鋼、セメントなど)住民無視の姿勢をとりつ けゞてきた政治責任は重大で

す 。

☆ 政府 (運輸省 )、 空港公団は、従来の非民主的な姿勢を根本的に改めて、成田空港問題を解決

してゆ (上で最低限次の点についてすみゃか に解決をはかるべきです。

☆ 私たちは七年前の会発足当初から、注1テクノロジーアセスメントの実施を迫り、事前の調査

を要求 してきましたが、空港設置者である公団は「 何を今更」と歯牙にもかけませんでした

☆ しかし、今からでもおそくはありません。むしろ「 予想外 」の騒音被害が社会問題化 した今 こ

そ、夜間発着禁止と二期匡事中止を中′きに、それらの代替措置 首都圏の既存空港の将来、第 3

空港建設をふぐめて全面的な再検討がなされるべきと考えます。

☆ この検討には、地元住民、市町村代表 と学識経験者の参カロが欠かせません。今日まで、新空港

15年の混乱は、住民と市町村 をつんぼさしきにおいて、極秘裡に、時にはウソをましえながら

建設を強行してきた運輸省と空港公団の不誠意に最大の原因があります(資料 14)。

☆ 新関西国際空港に関 しては、 J000ペ ージにも及ぶ部 厚い関係資料が公刊されています。また、

大阪府当局は、市長、マスコミ震係者、学者、住民代表等による関西国際空港調査懇談会をつ く

り、総合的に民主的に検討をはじめていま丸

☆ 私たち「 郷土と暮しを守る会」は 結成当初から「 内陸大型空港には基本的に反対」の方針を

持っていますが、今この方針に賛同を訴えるものてはありません。深亥Jな被害が現実に発生して

日夜苦 しんでいる方々がい る時 だけに、再検討期間中、発着回数 と二期工事建設を凍結 し、 この

間に空港に対する賛否さまざまな立場 の人 々が、空港計画の全面的見直しを、国に要請す る点で

一致され るよう心か ら訴える次第です。

CD テタノロジー・ アセスメント

技術 (テタノロジー)革新ばかりが先行 し、人間社会に利益と同時に悪影響をもたらす よう

になったため、技術開発を行 う時には、事前にその社会的影響を検討し評価げべきであるとい

う反省力吐 れた。 この事前評価とその手法をテタノロジー・ ァセスメントという。アメリカで

は、 このためSST(超 音速大型旅客機 )の開発計画が、中途で打切 りとなった。
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資料 1

成田市
‐
とローンドン空港周辺住民の睡眠,実態

本会が、成田市荒海と芝山町宝‐馬で調査 した結果はほとんど同じである。この地方の平均は、夜

9時どろ就寝し朝6時ごろ起床 しており、ローンドン市民にくらべれは、早寝早起きと言える。しか

し、ロンドンは既設空港であり、調査の時点では夜間飛行のため住民の半数が「 眠りについても、

すぐヽ せたはよ〈目を覚まさせられる」「 一度目を党まさせられると、再び寝つ てことがtrづ かし

い」と答えている点を考慮しなければならないだろう
`

荒海地区の成人の腫眠時間は、平均8時間|だが、幼児・ 小学生・ 老人 (60才以上)の睡眠時間

は9～ 11時間である。

◇ヒースロー空港周辺住民の睡眠パターン(1967う
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◇成田市荒海部落全員の睡眠パターン(1972,1)
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空港周辺における睡眠妨害の実状

下図に、各地で調査された睡眠妨害の実状 を示す。

もとの資料の騒音量表示単位がまちまちなので、すべてWECPNLに 換算 したD しかし、夜間の睡

眠妨害は、騒音量 よりも寝室内で開 く騒音の大 きさに左右されている点が考慮されなければならない。

各地の調査は、インタビューの方法、家屋の構造、住民の権利意識、空港に対する感情などによりも

障害を訴える人の割合いは、かな り大巾にちがっているが、 6 0 WECPNL前後から訴えがおこり、

8 5 WECPNL前後で約半数の人が障害を感じていると言える。
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資 料 2

睡 眠 深 度 の 騒 音 に よ る影 響

園眠障害には、「 寝つかれない」「 目を覚まされる」といった本人がはっきり自党できる訴えも

あるcしか し、本人が自覚 しにくい′
目は覚めないが、眠りが浅くなる

″
という現象にも注意が払

われなければならない。睡眠が浅 くなると、昼間の疲労が回復されない。

脳波 テ ス トに よる睡眠 深 度 調査

大脳の働きを微弱な電気的変化 として記録させたものを脳波といい、その波形の変化から、下の

図のように、眠りが深まったり浅 くなったりする様子が読みとれる。

Л必資
`D":1「`バ

γ―ン

P¬´

“
～
Wヽ _ヮ

"、
ャ _¬ wヽ ″

1′

ⅡИヽぃマ鴨r^…Ⅲ、州μ～、

口 Jへ′憫ィη劇榊■́
～、ノ¬ ～

ハ中
"‐

んゃ

Ⅳ卸咄、ハノ勺へ

…

口゙/

v〆 r`¬ハ /Ч

睡眠深度 を一分毎にinl定 し平均 した長 田泰公氏 (国立公衆衛生院 )らの実験デ ータは、次の図の

通 り (深度区分は 0,1,23)。 40～ 55ホ ンの刺激でも明 らかに睡眠が浅 くなってお り、R‐― と

同 じような脳波 (深度 0)の出現す る回数も増加 した。また、睡眠中 釦分毎に短い騒音暴露をお こ

なった時 も、連続的に聞かせた時 と大 差ない結果 となってい ることから、睡眠 中は連続 した静けさ

が必要であるという。

睡眠 時 間 _

睡
眠
深
度
　
―
―
ｌ
ψ

曲

眠

ポ
農

―
↓
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騒音に よる睡眠深度の変化 (夜間平均値 )

15          2.0
(″ )

騒 音 な し  0

自 色 騒 音

工 場 騒 音

道 路 騒 音

ジエット機騒音 50

航 空 機 騒 音 に よ る 睡 眠 深 度 の 変 化

大阪国際空港騒音影響調査研究会も同種の実験を行っている。脳波テストの結果、ジエ ット機音

を開かせた回数に対し、睡眠深度が浅 ぐなった回数の割合は65ホ ンで52%,75ホ ンで62%,

85ホ ンで78%に達している。

資料 3

開 港 前 の 騒 音 状 況

′
ふるさとの静けさ

″こそ、私たちのかけがえのない貴重な財産です。「 郷土と暮しを守る会」

は、開港前の騒音状況を確認 してお〈ため、昭印 48年 11月 から翌 49年 5月 にかけて、空港南

部 139ケ所の測定をしました。本来、このような調査は空港公団がなすべきもので、公団は本会と

調印した交渉覚書 きの中で、住民の睡眠実態調査とともに約束したものですが、いずれも実施 しま
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せんでした

空港北部については、昭和 46年夏に成田高校物理部が市内 110ケ所を測定しています。

空港南部は、 A滑走路延長線上約 20た″,巾 5～ 6たァの区域で、 1と間隔にえらんだ主に民家の

庭で測定しました。芝山、松尾、蓮沼t横芝の全域 と、富塁、山武な成東、多古、成田の一部を含

む 139夕所です。

調査の結果、空港榔 の広範な地域は、農村地帯古来の細 さを保っていることが立証されてい

ます。

開 港 前 の 町 村 別 騒 音

上
端
値）

一騒

音

ン

ペ

ル

（
ホ
ン
Ａ
）

蓮
沼
村

１０

横
芝

町

″

芝
山
町

“
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図に示す ように、全町村 の平均は 42ホ ンです。南ほど、幾分騒音が高いのは、平坦部が多く、

道路、集落が発達 して払るだめです。それても、昼間の環境基準値は50ホ ンですからどの町村 も

基準 より6～ 10ホ ンも静かです。

上端値と下端値は、うるささの範囲を示す。時々通る車の音や建築の音なども50ホ ン前後です

から、ジエ ット機音との差は大変なものです。

資料 4 ′
目 覚 し運 動

″
調 査 報 告

夜間飛行禁止運動の一助になればと考え、 3月 に開港前の

)  
静かさ、テレビの音量、日覚し時計の音の 3つの測定を実施

しました。調査は、コース直下の下総、芝山、成田、横芝、

松尾22部 落 46軒です。

開巻前の騒音は、 46ケ所平均 42ホ ンで、静かな良い環

境であることが再確認されました。

テンピ音声は、普段聞いているボリュームの音量範囲を測

定しました。その番組によりちがいますが、大きい音になっ

た時でも平均は63ホ ンです。 70ホ ン以上の航空機騒音が、

テ L/ピ音をかき消すことは明らかです。

外部騒音の大きさに応 じてポリュームが自動的に変る音量

調節器が開発され大阪空港周辺の家に設置されています。

会員のアイデアで「 夜飛ぶジエ ット機騒音は、枕元でなる

目覚し時計 と同じだ」と説明していますが、 41台の目覚し

時計 (距離 1″ )の平均は67ホ ンで、ほとんどの時計は

60～ 75ホンです。

目
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し
時
計

の
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ル
の
音

（
ホ

／

Ａ
）

-12-



テレビの 大さι〕書 (鍼Laよ～■0ぃD

Afla *14tr Lsr>

薔 の大′きこ

盲舌  言告 120少

力―゙ド下

ダンフ・

にぎやかな駅前広ま易

と

,

75ホン

卜外の 大きい者(″
"レ

だni立場9(7・値)

ジ主ットオ幾

-13-

(イこ



開港前の空港 周辺の普段の音 (暗騒音 )を市町別 にあげておきます。平均すると42ホ ンで、前

に調査 したもの ともびった り同 じになっています。 まさに空港周辺の環境は開港と同時に一変 した

といってよい と思います。

地域男りの暗騒音

松 尾 町  41ホ ン(中央値 ) 95¢値 )

最 も静かだった測定地点は、松尾町岩井崎 33ホ ン(z12)

資料 5

夜 間 旅 客 便 の 相 手 空 港 発 着 時 刻

横 芝 町  43

芝 山 町  45

成 田 市  43

下 総 町  37

48ホ ン (

51

55

52

43

終 着

′く        リ

ホ ノ ル ル

グ  ア  ム

ロ ン ド ン

コ
～

′ヽ一ゲン

フランクフルト

ア ″ 九ダ ム

ロサ ン″

ロサ ンセルス

プリッセル

ヌ  メ  ア

ロ ン ド ン

′く       リ

ホ ノ ル ル

成 田 出 発
時 分

22:30(イ撃 日 )

22:10(4肇  日 )

21:55(4扉  日 )

21:30(火・未0土)

:30(水・ 金 )

鴫0(基 :否 )

:30(月・ 水・ わ

:30(星 :全 )

:30(イ専 日 )

:30(  」二  )

:30( 火  )

:3o(ラ諄季4●日)

21:00(jl:」
:)

:00(毎 日 )

最初の寄港地
着   発

アンカンッジ 11:00～12:30

-―― 直   行 ―一→

― ― ― 直   行 ―― →

アンカレッジ 11:oo―11:40

アンカンッジ o9:3,■ 0:35

アンカンッジ 10:20Ч l:15

アンカンッジ 10:2CH11:25

ホノルル   09:40‐■ 2:00

″ メリレ   09:40■ 1:45

アンカンッジ 10:10-11:10

-直
  行

―
アンカンッジ 10:oo―11:45

アンカンッジ 09:30-10:45

-―― 直   行
―

空 港
′動 ヽ

10:40

10:15

02:25

06:15

06:00

07:50

07:10

20:10

21:55

07:00

08:05

09:Op、

06:45

09:05

会 社 名

日 本 航 空

日 本 航 空

日 本 航 空

英 国 航 空

スカンジナビア航空

ル フトハンザ航空

オランダ航空

大 韓 航 空

ノースウエス ト

ベルギー航空

UTA航 空

日 本 航 空

フランス航空

バンアメリカン航空
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成 田到着     最 後 の寄港 地    出 発 空 港    会 社 名
時 分
22:30( 日 )ペ キ ン 16:10～17:20 パ    リ 16:30 フランス航空

:25(毎 日)タ イベイ 17:45～18:35 ホ ン コ ン 16:20 キ ャセイ航空

:05( 金 )マ ニ ラ 17:20～ 18:05 コ
～

′ヽ―グ/12:20 スカンジナピア航空

:00(木・ 金 )タ イベイ 17:10～18:00 タァラルイメール09:30 マンーシア航空

:00(未・日)ペ キン15:45～16:50 ヵ ラ チ06:メアパ`キスタン航空
:00(毎  日)一 直  行

―
 ホ ン コ ン 17:00 キ ャセイ航空

21:50( 太  )ホ ンコン 16:00～16:50 チューリッヒ 15:45 スイス航空

:50(毎  日)一 ―一一直  行
―

 タ イ ベ イ 17:55 日本アジア航空

:35(水 )大  阪 19:50～20:30ペ キ ン 13:55日 本 航 空

:35(水・金・EID ホノルル 17:25～18:40 ロサ冽レス  15:00 日 本 航 空

:35( 月 )マ ニ ラ 16:45～17:35 ァな テ″ ム 13:20 オランダ航空

:30(月・ 金)一
一

一直  行 ― → ベ キ ン 16:20日 本 航 空

:20( 火  )マ ニ ラ 16:35～ 17:20 コ
～

ハーゲン 12:20 スカンジナビア航空

:15(毎 日)タ イベイ 16:25～17:15バ ン コ ク 10:40タ イ 航 空

:15( 月 )マ ニ ラ 16:35～17:35 プリュッセル 13:15 ベルギー航空

:10(水・木 0日)ホ ンコン 15:20～16:20 ロ ー マ 16:00 ア リタリア航空

:00鯛・水・」  タイベイ 16:00～17:00 クル ルんノール09:30 マンーシア航空

(解 説 )

前述の表てみる通り、成田の出発時刻を1～ 2時間繰 り上げることは、旅客の不都合が格別大きい

こともなく、もし朝早 く着 さすぎる場合は、寄港地 をふやすか寄港時間を1時間ほどのばせはすみ

ます。成田到着便についても同様の措置が可能です。

成田発着時亥」を繰 り上げることが、仮に旅客の不都合であっても、年に1～ 2度の不利益と、年

中生存権を侵害される不利益とは明らかに重味がちがいます。一本の滑走路の発着はおよそ 30回

まで可能ですか ら、余裕は十分あります。

深夜に多い貨物優は、思い切って昼間にまわすべきでしょう。
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資料 7

空 港 周辺の飛 行 制限 (NOTAly)

■ 騒 音 に 関す る制 限

(1)発着時間の制限

lA)グ リニ ッチ標準時 1400か ら2100(注  日本時間23時 00分か Fっ 6時 00分 tF｀

までの間は、非常事態または避け られない状況の飛行機をらtヽ て、発着,ま許可さ」 ち

注意 :″ 非常事態または避けられない状況
″
は、次の場合にかぎわれる。

は)飛行中の飛行機が異常な事態に出合った時

(。)異常事態が乗組員や乗客の中に発生 した時

に)捜索、救助活動の目的のために操縦する飛行機

ld)緊急ニ ュースの収集活動のために操縦する飛行機

(0 台風の避難または他の理由のために本当に避けいれないと考えわれた時

(→ 異常天候事態のために、緊急燃料補給の必要が発生した時

lBl 航空局の空港事務所は、上記(1)節 に違反する飛行計画を受入れてはいけない。

(2 騒音減少の手 IIF

IAl 次の手llFを 適用すること、または空港周辺における飛行機騒剖てよる公衆の迷惑を最少限

にするためにこれらの手順に相当する効果のある他の適当な手llFは、すべてパイロットに

強〈要求されている。

けれども、これらの手順を適用する最後の職権は指揮しているそれぞれのパイロットにか

かる。そして、パイロットは、もし彼が安全のために必要であると決心 したならば、他の

適当な手 llFを使 うことができる。

0 離陸

la1 1500フ ィート(注 約450凛 )ま での離陸

一一一離離 力

―
離陸フラップ

~~~V2+10ノ ットの速度 (ま たは機体角度により制限される速度 )で登る。

(01500フ ィート(注 約

“

o2)

一
離陸推力 と同じ程度に、わずかにエンデン推力を減らす。

(0 1500～3000フ ィート(注 約 450～ 9002)

-17-



~~~V2+10ノ ントの速度 (ま たは機体角度による制限速度 )で登る。

0)3000フ ィート(注 約 9002)ま たはそれ以上

――一上昇途中の通常の速度 とフラップ引込み予底 10000フ ィート(注 約 3000

″ )ま たはそれ以下では、速度は250ノ ットをこえてはならない。

lB)進入 (フ ラップ下げを遅らせること、フラップ角度を少なくすること)

(al アウターマーカーを通った後、最終着陸フラツプにひろげる。

6)最終着陸フラップにしたとき、飛行計画で許可された最少認可着陸フラップを使え

注 フラップ 主翼の後縁に取付けられた補助翼1続 陸の時だけ鳥が舞い上ったりおりた

りする時のようにフラ ップを出 し入れする。

注 も 安全離陸速度

蟷
´

3000 -:-----7t-l(9f0l-lw) ・ 加 速

急t'夕
' 一1500- -

z-t-l(4s01- ftv)
加 速

通常上昇方式

10たπ 201■

〔解説 〕 英文は、航空法99条にもとづき各国に通報されたノータム(NOti ce To Air

Men)の 一部です。(21の騒音軽減離陸 方式は、急上昇方式です。速度を安全離陸速度+10

ノ ットにおさえたまま、エンデン推力を高度をかせぐことに使い、騒音を少なくする方式です。

騒音軽減着陸方式は、フラ ,プを早目に大きく出すとそれだけ風当りが強 くなリエンデン推

力 も高めなければならないので、フラップ操作 を遅〈少しだけにする方式です。
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資料 8

第 1次 ア ンケー トに関す る説 明

アンケー トは、開港後 2～ 4週間経過 した 6月 4日 か ら18日 にかけて実施 した。

アンケー トの結果は、総 じて、直進コース下の成 田、芝山、松尾地域の被害が大き く要求も厳 し

いものとな っている力、 旋回後のコースに関係す る下総、栄、多古においても障害が認められる。

騒音を聞 いた感じは、直進 コース下の 3地域ではほとん どの人が非常 に、またはたえ られぬほ ど

うるさい と感 じ、他の 3地域ではうるさいと答えた人が多い。 直進コース下 (80～ 90WECPNL)

の結果は、伊丹市の 90～95WECPNL地 域の、また旋回コース下 (60～70WECPNL)の結果は、

伊丹市の 75WECPNL 地域の結果に相当している。元々、静かな地域だ っただけに、騒音に対す

る被害感が強いものとみ られる。

一般に離陸騒音の方が、着陸騒音 よりうるさい。

テ レビ・ ラジオ受信障害 は、騒音のひどい直進コース下では、音声妨害がひどく、旋回コース下

ではところによって障害 の程度か ことなる。

夜間の発着について、夜 9時禁上の要求は、直進 コース下 では圧倒的多数だが、旋回コース下 で

は支持が半数 となるc

現状 より深夜便がふ女てもよいとする意見は 1957世帯由 1軒て、現状 を認めず改善 を望む率を

と 1)え ′3と 旋回コース下 で も9割近 くとなってい る。下総町では、直進 コースに近い新り1脚 落 (61

戸中60戸回答 )で は夜 9時禁止の要求が 73多 と高 くなる。

許容回数 15分お さ(1日 60回 )を減便要求 に通 じるものとみると、直進コース下で9害 J、 旋

回コース下で 7害」の多数が減便 を求めている。同 じ設間に答えた伊丹市民は、市内全域 (75“ PNL

以上 )で 1日 30回以上認め ようとする者は皆無に近 く、騒音のひどい地域では芝山 と同じパター

ン、比較的軽い地域は松尾 と同じパターンを示 している。

民家防音の必要性 も被害程度を正直に反映 してお り、成田市磯辺、松尾町など民家防音補助対象

区域外の民家 には、早急 左手当てが必要だ。年度内にも70W以 上の民家防音補償 を実現させるべ

きであろう。

意見 自由らんに貴重 な意見を書かれた方がおおぜいあるが、紙面の都合で、各市町 ごとの報告

書にゆずることとする。
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開港直後の第 1回 アンケー ト (6月 )

髭多2ジ エ ツ ト機 音 を聞 いた 感 じ (左離陸、右着陸 )

□
うるさくない

□ 少 しうるさい

匿互]う るさい

匡亜ョ非常に寝 い

囲 警

`を

警決
は

成 田  芝 山  松 尾  下 総

灰多″ テレビ・ラジオの受信障害 (左画面、右音声)

(左、画面 )

|  |ほとんと餌ヒなし

|::■ :|わずかにゆれる

44ゆれ(力幻助出る
融引企i枚

蝋遡

剛 賛省雷L見
ていら

(右、音声)

|  |よ 〈聞こえる

L三J少闘 きにくい

「十,1聞きにくい

繊 開きとれない時がある

議壺釧 ほとんd聞こえない

―孟

多 古

成 田  芝 山  松 尾  下 総  栄  多 古

(解説 )

本会の提案に賛同された方々の御努力で、 6市町1957世帯のアン
ケートがまとまりました。アンケート実施地域は、成田市 (西和泉、
磯辺 )、 芝山町 (千代田、宝馬、一本松、仁王前 )、 松尾町 (押辺、
新堀、生子宿 )、 下総町全境 栄町 (知 )、 多古町 (水戸、五辻、間
倉、広沼など西部 )で戸数はそれぞれ 98,94,106,1259,72,328戸
です。
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〃 夜 間 の 発 着
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資料 11

高 度 と コ ー ス の ず れ

<本 会 の 調 査 。 測 定 結 果 >

次に掲成するコース、高度の図は本会の会員が調査したものであり、新聞紙上でも報道されたよ

うにかなりのずれがある。下総、成田、松尾、蓮沼、横芝の各市町村 ごとの図表があるので、参考

にされたい。例えば、下図に示す通り離陸機は西側にずれるケースが多い事をはっきり証明されて

いる。

成田市安治の細行断面図
(5月%日午魯 時～″御 4時 )

二げ一離隆機

東5θ臨

る レ‐一 羞 薩 籐
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1978年 鰐和53年 7`月 4ヨ   火躍日 朝 ロ 葉 斤 闇

予想以上の
‐
広範囲

飛行高度に疑問も出る

航
空
機
騒
音

中

間

集

計

■
総
の
静
か
な
出
薗
地
帝
は
、
広
範
囲
に
わ
た
０
地
ド
鉄
の
車
内
並
み
、
ほ
か
し
い
祈
熙
並
み
の
環
境
に

一
生
―
―

■
環
境
部
は
三
日
、
成
田
市
な
ど
成
田
空
港
周
辺
十
三
市
町
村
と
共
同
で
行

っ
た
航
空
機
騒
言
実
態
用
査
の
中
間
集
計

を
発
表

Ｌ′
た
が
、
騒
音
の
影
響
は
響
な
間
近
だ
け
で
な
く
、
予
想
以
●
に
広
範
臨
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
数
字
で
確

か
め
ら
れ
た
。
県
で
は
、
磯
行
ひ
ん
度
な
ど
を
加
味
し
た
、
う
る
さ
さ
指
数

（
Ｗ
Ｅ
Ｃ
Ｐ
Ｎ
Ｌ
）
を
近
く
は
じ
き
出

し
、
運
輸
首
に
騒
占
区
城
の
拡
大
を
求
め
る

一
方
、
環
境
ヽ
準
の
地
城
や
型
あ
て
は
め
ｔ
業
を
始
め
る
。

調
査
対
象
に
は

■
●
八
十
の
（
ｒ

町
組
の
う
ち
、
直

進
、
■
回
な
ど
飛

行
コ
ー
ス
の
下
に

な
る

十
三
町
村
を

選
び
、
六
月
十
日

か
ら
同
十
六
日
ま

「
こ

週
間
測
定
し

た
。
地
点
数
は
、

別
の
期
間
に
行

っ

た
ド
総
町
役
場
を

含
め
四
十
六
地
点

で
、
騒
音
区
域
に

指
定
さ
れ
て
い
な

い
所
が
大
半
。
南

北
三
十

ｏ
キ
、
東
西

二
十

ｔ，
■
の
範
囲
に

散

ら
ば

っ
て
い

る
。中

間

集

計

で

は

、
と
り

あ

え

ず
、
瞬
間
的
な
最
高
値
だ
け
を
捨
い
出

し
た
。
ひ
ど
か
っ
た
の
は
①
成
田
市
野

毛
平
の
木
川
さ
ん
宅

一
〇
八
ダ
②
芝

１１‐

町
の
小
池
一
（同
利
槻

盤

児

九

〔な
Ｙ

´

田
市
の
音
田
青
年
館
九
七

ン
ホ
③
芝
山
町

の
岩
山
共
同
施
設
九
七
¨
ゐ
）同
町
の
高

谷
共
同
利
用
施
設
九
二公

⑤́
芝
山
町
の

仁
王
尊
わ
き
九
五
チ
、
だ

っ
た
。
こ
の

う
ち
五
カ
所
は
騒
音
指
定
区
域
内
だ

が
、
高
谷
共
同
利
用
施
設
は
区
域
外

で
、
区
域
指
定
が
実
態
に
合
っ
て
い
な

い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。

ワ
ー
ス
ト
ー
の
木
川
さ
ん
宅
は
、
移

転
対
象
の
三
種
区
域
だ
が
、
連
日

一
〇

〇
夕
を
超
す
最
高
値
を
記
録
、
ガ
ー
ド

下
の
よ
う
な
騒
音
に
さ
ら
さ
れ
て
い

た
。四

十
六
地
点
の
う
ち
、
最
高
値
が
最

も
低
か
っ
た
の
は
成
田
市
宝
の
ラ
イ
ス

セ
ン
タ
ー
。
低
い
と
い
っ
て
も
七

一　
ン
ホ

で
、
騒
々
し
い
街
頭
並
み
だ
っ
た
。
ま

た
、
空
港
か
ら
直
線
距
離
で
約
二
十
′

も
離
れ
て
い
る
太
平
洋
岸
の
蓮
沼
村

で
、
最
高
八
八
デ
、
連
日
八
〇
一ヂ
を
超

え
る
な
ど
、
飛
行
機
が
規
定
の
飛
行
高

度
を
保
っ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い

７̈

夕ヽ
や

口
た
。

県
は
こ
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
飛
行

回
数
、
飛
行
時
間
な
ど
を
加
味
し
た
計

算
式
で
、
今
日
中
旬
を
め
ど
に
各
地
点

の
Ｗ
Ｅ
Ｃ
Ｐ
Ｎ
Ｌ
を
算
出
、
関
係
市
町

村
と
の
協
議
、
公
害
審
査
会
の
審
議
を

経
て
、
来
月
中
に
も
環
境
基
準
の
地
域

類
型
の
あ
て
は
め
を
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
調
査
時
点
で
は
①
ノ

ー
ス
ウ
エ
ス
ト
機

（
一
日
約
二
十
便
）

が
ス
ト
中
で
欠
航
し
て
い
る
②
濃
霧

で
、
羽
田
に
回
っ
た
便
が
あ
っ
た
③
飛

行
機
は
風
に
向
か
っ
て
離
陸
す
る
が
、

季
節
的
に
南
風
が
多
か
っ
た
た
め
、
空

港
南
側
の
市
町
村
に
騒
音
の
影
響
が
大

き
く
表
れ
る
傾
向
が
あ
る
、
な
ど
空
港

フ
ル
稼
働
時
や
冬
場
に
な
れ
ば
、
条
件

が
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
そ

こ
で
、
県
は
、
今
冬
、
も
う

一
度
、
同

じ
よ
う
な
調
査
を
行
い
、
地
域
類
型
あ

て
は
め
の
手
直
し
を
す
る
こ
と
に
し
て

い
る
。

中
間
集
計
に
つ
い
て
、
日
中
好
典
県

環
境
部
長
は

「
深
刻
だ
と
い
う
認
識
は

持
っ
て
い
る
が
、
ピ
ー
ク
レ
ベ
ル
だ
け

の
デ
ー
タ
な
の
で
、

〈
運
輸
省
の
騒
音

区
域
指
定
が
実
態
に
見
合

っ
て
い
る
か

ど
う
か
な
ど
の
）
評
価
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｃ
Ｐ

Ｎ
Ｌ
が
出
る
ま
で
差
し
控
え
た
い
」
と

い
っ
て
い
る
。
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運 輸 省 の 約 束 違 反 の 例 証

銚子上 空飛行問題

東京航空局飛行場課長から、銚子市開発課長宛昭和45年 7月 17日 付け業務連絡文書は、銚子

に設置されようとしていた電波灯台VORTACに ついて説明したあと、「 航空機の飛行経路は……

図のような経路によらなければならないので、銚子市に騒音の心配は無いものと思われます。 」と

回答しました。送付された管制区域図には、禾」根川コースがな〈、コースは銚子上空にかかってい

ません。

のちに「 利根上空は銀座コース」という報道が流れ、昭和49年 5月 20日 、銚子市議会は「 運

輸省当局は、銚子上空は飛行しないと確約した。 しかるに、最近にいたり飛行コースとしたい意向

をもって来銚 している。このことは当初の約束に反する……」と、銚子上空飛行反対を決議しまし

た。

市民運動が高まった結果、通過機の一部 を迂回させて減便することで収拾。00n52年 8月 25

日、謝罪するため銚子市議会を訪れた高橋航空局長は、「 市上空通過の通常高度は 8000フ ィート

で、騒音は最悪の場合でも70ホ ン」と説明しましたが、開港後、銚子市民の会の測定では、早〈

も最高72ホンを記録 しています。

佐原上 空飛行 問題

昭和 51年 12月 の佐源定例市議会で、市当局は篠塚議員の質問に対し、要旨次の通り答弁しま

した。

「 ……先月15日 に、運輸省国際空港課長 より説明がございました。太平洋コースは、石納、野

間谷原地点から佐原市に入ってまいります。この場合は、すでに高度は6000フ イート以上になっ

ております。さらに東進し北佐原へ入り、大倉新田あたりから銚子へ向うということでございます。

騒音は60ホン以下であろうということで、いわゆる騒音被害はないであろうという説明でござい

ました。それから、韓国便は下総上空を10000フィート(東 南アジア便は下総、神崎の境を6000

フィートで通過して南下するということでございました。 」(注  1000フ ィートは 3CXlメ ートル )

事実は どう力ヽ 開港直後 5月 24日 の市の測定結果では、太平洋コースの出発機 15機の騒音は、

60ホ ン以下は1機 もなく、最低 65ホ ン、最高 76ホ ン。 6月 2日 、下総町と本会の共同測定結

果では、測定18機のうち高度 6ρ 00フ ィート(1,800メ ートル)を下まわるもの8機 で最低は 1050"'
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メートル、騒音も最高 84ホ ンです(25ペ ージ参照 )。

「 直進上昇、直進降下と、これ以外の県内高度は6000フ ィート以上」という約束は、千葉県の

要望を受入れ運輸大臣が文書で確約しているものです。ところが、パイロットに指示する航空情報

には、 6000フ ィート以上 とい う証載がな 〈、佐原市野間谷原付近で 3500フ ィート以上 という指

示にな っています (22ペ ージ参照 )。

内 陸 待 機 空域 問題

世界各国に通報された航空情報 (ノ ータム )には、海上 5ケ所のほかに東村、北佐原、潮来町に

またがる待機空域が明示されています(23ベ ージ参照 )。 待機空域は、到着機の距離間隔を調整

したり、滑走路がふさがっている時に時間かせぎをする競技 トラッタ状のコースのこと。 この待機

空域も、千葉県当局の要望により海上に設定する約束です。 ところが、 この点をただされた運輸省

は、佐原市当局には「 倣掴空域だ」と強弁 し、県当局も本会に対 し「 後続機を旋回させ距離をとる

ための間隔調整点であり、待機飛行空域ではないと聞いている」と運輸省に同調 した回答をしてい

ます。銚子問題の二の舞をしたくないため、自を黒と言いくるめて逃げる国と県の態度には、誠意

のかけ らもありません。

かって未更津市当局は、羽田空港に進入する航空機が市上空を通過、待機しないよう陳情を繰 タ

返 しました。 このため、待機空域は事実上御宿上空に移されました。 ところが、御宿で電波障害な

ど町民の不満が高まり、逆に成田開港を機会 に、ここの待機空域も御宿の海上に移されま l´ た。内

陸待機の約束違反を改めるよう、国、県に要求 しましょう。

空 港 周 辺 土 地 規 制 法 の 解 説

「 異例の私権制限法 (朝 日)」「 虫のいい私権制限策 (東京 )と報 じられた一―特定空港周辺航

空機騒音対策特別措置法― が、春の国会で成立した。茨城から蓮沼まで広い地域に、建築制限の

網がかけられる。関係住民にとって見逃すことのできない重大問題である。

建禁 禁止 と防音 の義務

この法律は、特定空港の騒音地域を三分し、騒音障害防止地区と、同特別防止地区を指定する(4

条ヽ線引きの基準値は、10年後の騒音予測量で防止地区が 7柳田PNL,防止特別地区が80WECPNL。
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成田空港 で推測すると、滑走路先端か ら防止地区 はお よそ 15キ ロメートル前後、防止特別地区

は 10キ ロメートルにまで及ぶ ものとみ られる。

私権桁1限はまず、防止地区の住宅の新築・ 増改築はすべて全額 自己負担で「 政令で定める……防

音上有効 な構造 」とすることを強制する(5条第 1項 )。

第 2の制限は、防止特別地区 の住宅、学校、病院等の建築は、新築はもとより増改築す ら一切禁

止される。た ゞし、農家の長男が嫁をもらうため離れを建てるなど、やむをえぬ事情で知事の許可

があれば建築はできる(5条第 2項 )が、防音設計等の条件をつけられる(5条 3項 )。

なお、防止特別地区で許可なく新築、増改築をするとたちどころに10万円以下の罰金、また両

地区の
″
違反建築物

″
に対する知摩の改善命令に従わないと20万円以下の罰金 (12013条 )。

わ ず かな 補 償 と手 土 産

規制に対する損失補償は、用益制限による通常生ずべき損失補償 (7条 )、 時価による土地の買

取 り(8条 )、 移転補償 (9条 )が、他の類似の法律と同様に定められている。ただし、補償は防

止特別地区に限られ、防止地区の補償規定は皆無

法案を評しある成田市民は「 わずかな手土産で大きな犠牲を強いるもの」と言う。アメとムチの

前者に当たる部分は、空港設置者が買入れた跡地を市町村の公園、駐車場、消防や上水道用地 lc‐ 無

償で使用させる(10条 )、 野外レクリェーシ ョン施設、保安林の整備、通勤農業用施設に補助金

を出す(11条 )の 2条だけ。騒音直下の農民は「 農村の、 しかもこれから住民を追い出そうとす

る地域に駐車場 とはおかしな話だ」と笑い飛ばしている。

もともと成田空港周辺の住民や市町村 は、騒音被害地域の振興策 と生活環境整備、その財政上の

保障を求めて
″

土地利用法
″の制定を要望していたのだが、日の目をみた法案は予想を裏切る

″
土

地規制
″

という強権立法であった

ところで防止地区と防止特別地区は、都市計画区域の一部 として指定される。そこで当該地区に

ついて知事は都市計画のほかに、騒音対策基本方針を策定する (3条 )。

方針は、地区指定、土地利用、生活環境と産業基盤整備に関する基本的事項を決定する。この基

本方針案に対 し、住民等はわずか二週間の間 rC意見書を提出できるだけで協議の席も同意権もない。

一方、同案は運輸大臣と建設大臣の同意を必要 とする。

補 償 義 務 は 国 と公 団

さて、主要な問勲 として防音工事費の負担を検討してみる。
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運輸省は「 少し厚目のサ ッシをつけてもらえば20ホンは静かになる。サッシの普及率は全国平

均で98%だから特別の負担をかけるものではない」と強弁。この説明に対し久保(社 )委員は

「 ゼニがかからんから補償しないとは住民を軽蔑した考えれ よしんば低額でも補償すべきが当然」

と要れ また、東中(共 )委員は運輸・建設・公害対策の連合審査会で「 被害者に防音を義務づけ、

その上処罰を科すというのは群けちした発想だ」と追及した。

空港 周辺 の立地規 制区 域

国鉄の新幹線騒音対策は あ
～
30

ホンの遮音 をめざし、四室の標準

的防音改造費用を約 4"万円 と見

込んでいる。成田空港 の場合、防

音改造の基準工事費 は、255万 円。

サ ッシの単価 を調べると、 5ミ リ

の不二FK防音サ ッシは普通サ ツ

シのほぼ3割高である。防音工事

費 の自己負担は筋の通 らぬ話だ力ヽ

一戸400万円をこす金額の負担は

回
住宅な 鍵 築禁止

8

//
、`、、   防音工事の義務づけ

とうてい住民の納得をえられるものでない。

運輸省は、昨年 11月に14夕所 の特定飛行場周辺 6万世帯について、民家防音補助制度を75WECPNL

以上の区域にひろげ四室まで対象とする考えを発表 した。 しかし この総費用はおよそ 3000億 円

を必要とし、財源が確保されなければ実現 しない。公害防止費用を被害者に転嫁する立法事情の一

端が ここにある。

被害住民は、 この面か らも、民家防音の補償は、年度内に70 WECPNLの区域まで一気 に拡大さ

せる(本会提言 4)必要に直面 している。

「 意 見は十 分 聞 く 」―一―航鶴 長が国会で約束
―

10年後の騒音量の線引 きは、空港公団が作業由とみられ礼 住民rllが対応策を考える際、役に

立つ国会答弁を紹介する。質問は米沢 (民 )委員、政府答弁は航空局長

O高 橋 政府 委 員 ―………法律が成立いたしましたら、十分 PRいた t′ まして……、その上で住民

の意識調査も含めて総合的調査をして指定すべき空港を決めたい、 こう考えております。

O米 沢 委 員・・・……10年後の騒音を推定する場合に、これは大変むずかしいなという、卒直にそ

んな感 じがいたします。 …̈…・地元住民が 10年先のことはわからぬ、こう言いましたら、結果的

75WED/NL
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には基本方針をつくることヨ体大変軒航するの じゃないかと私は思います。

O高 橋 政 府委 員 …………(予測の )貿堕 におきまし′ては、もちろ繊 域住民の方に十分その悧

データ等 もお見せして御意見を承って決めたいと思い資す。地域住民の方 も、最近はいろいろ各種

の学者団体等と連絡をとっていらっしゃいますから、そういった学者の方等の意見 も入れまして、

十分な評価 をなされることを期待 しておるわけでございます。

O米沢 委 員…。……(千葉県が基本方針案を公示 し)それから地元住民の意見を聞 くのですが、普

通の住民が、こうい う大 的々な、そ して大変むずかしい法律 を………たった2週間で意見書をつ く

って文句を言 う………これは無理です。余りにも形式的で官僚的だと思います。

O高 橋 政 府委 員 …̈…・(知事が策定する騒音対策基本方針案は )正式の公表の前に、やはり関

心のある住民の方々あるいは市町村 の方々がいろいろ聞きに来られると思うのです。そ ういったと

きには正式の公表前であっても、できる限りの判断材料をお示しして、そして2週間という期間内

に正確な判断ができるようなことを事実上空港設置者等が御便宜を図ろうという……そういう運用

をしなければならない と思います。
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資料 16

各種騒音の 環境基 準 と規制基準

一般騒音の環境基準 (中 央は 単位ホン)

地域類型 昼  間 朝 夕 々
′
間

AA 45 40 35

A 50 45 40

B 60 55 50

新幹線騒音の環境基準 (ピ ークレベル平均 )

地域顔型 基 準値

I 70ホ ン以下

I 75 ″

航空機騒音の環境基準  (ピータレベル十回数評価)

地域額型 基 準値

I TowEcPNLuT

I 75   ″

地域類型
AA 療養施設など特に静穏を要する地域
A 主 として住居の用に供される地域
B 相当数の住居とあわせて商業、工業等の用に

供される地域

I 主 として住居の用に供される地域

肛 商工業の用に供される地域等 I以外の地域であって通

常の生活を保全する必要がある地域

I 専 ら住民の用に供される地域

I I以 外の地域であって通常の生活 を保全する必要があ

る地域

中央公害対策審議会特殊騒音専問委員会の報告  (抜すい)

環境基準の指針値は WECPNL 7以下とする。・・|……なお、wECPN L70は 、道路騒音等の一般

騒音の中央値と比較した場合には、各種生活妨害の訴え率からみると、ほぼ60ホンい)に相当する。

……基準について地域差を設ける……場合、商工業地域の航空機騒音に係る環境瑾準の指針値は、

一般騒音について中央値 65ホ ンωを上限値としているところから、訴群 からみて、これに相当

道路に面す る地域の環境基準 (中央地、単位ホン)

地 域 の 区 分 昼   間 朝 ・ 夕 夜    間

A地嶼 2車線殖路に面する地域 55 50 45

A″ 、2車線をこえる地域 60 55 50

B地塊 2車線道路に面する地域 65 60 55

B ″、 2車線をこえる地域 65 65 60

- 47-



す る WECPNL75を 採 用 した もの で あ る。

〔解 説 〕

地域類型の内容が微妙に変り、空港周辺では、都市計画法の住居専用地域に相当する地域だけが

70Wで、大部分の部落は75ま ではがまんせよということになりかねません。中公書の専問委員

会報告こそ立帰るべき原点です。同委員会は、基準の原案を審議する専間学者による公的機関です。

基準値についても、専問委員会は「 航空輸送の国際性、安全性と、航空機騒音低減の技術上の困難

さ」を考慮して、「 基準は70以下が適当と判断するが‐……このような趣旨にかんがみ、新空港の

建設、住宅団地の造成等を行なう場合は、上記指針値よりさらに低い値以下となるよう十分配慮し、

その対策を事前に講することが必要である。 」と報告 しています。

もともと、B地域やⅡ地域とい う特例を定めることも、被害者の立場からはうなづけません。現

境基準を考える際には、WHO(世界保健機構)が定義した「 健康とは、たんに病気でないという

だけでな〈、身体的にも精神的にも、かつ社会的にも良好な状態である」ということを念頭におき

ましょう。

伊丹 市 の航空機 騒音環境 基準

時 間 帯 騒音最高値 離 (着 )陸 数 WECPN L

7～ 1 9時 85ホ ン以 下
100回以下 70以下

19～ 21 75  ″ 8回以下

21-7 特別な場合を除 き発着を禁止

特定建設作業 の騒音規制基準 (漬献 値、靴 ホン)

規 制 値 特 定 作 業
禁 止 時 間

(1～ 3種区域 ) (4種区域 )

85ホン以下 てい 打 ち
19～ 7時

22～ 6時80  ″ び ょう打ち

75 ″ さ く岩械等 21～ 6時

作業時間制限

1～ 3種区域 一 日10躙
4 種区域 一日14喘

日曜日、休日は原則として、

作業禁止
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特定工場の騒音規制基準  (最渇L単 位ホン)

区 域 昼 間 朝 ・ 夕 夜 間

第 1種区域 (住居専 用地 区 ) 45～50 40～45 40～45

第 2種区域 (住 居 地 区 ) 50-60 45～50 40～50

第 3種区域 (商、準工業地区 ) 60～65 55～ 65 50～55

第 4種区域 (ェ 業 地 区 ) 65～70 60～70 55～65

〔解 説 〕

航空機騒音の規制値を定める房ヒ騒音の最大値週取締 られている特建 設作業 と特定工場騒音の

規制墜準力参考になります。国内で許される最高騒音は、 くい打ちの85ホ ンで、ただし夜間 と日

曜休日は禁ム 特定工場の騒音は、住居地区で昼間60ホ ン、夜間 50ホン以下に規制されま九

これ らの違反には、懲役又は罰金がかせられます。

資料 17

WECPNLの 問 題 点

まず、wECPNLの問題点の一部をあげると次の通りです。

1.一般になじみのない単位で、略算にしても複雑すぎ、一般住民が騒音監視をすることをむずか

しくしてしまいます。

2.新しい国際単位ですが、まだ被害との相関関係が十分十辞されていません。

このため、各国は、アメリカNEF,イ ギリスNNI,フ ランス R,西 ドイツQ,ォランダ Bな

どまちまちな単位 を使用しているのが実状です。

3.た とえていえば、翼一枚にバケツ3杯の雨 (約 30ミ リ)が降る場合、大つぶの雨がザーッと

短時間集中して降 っても、逆にこまかい雨が一日中しとしと降っても、一日の雨量が同 じなら、

感 じも同じ、被害 も同じ、だから対策も同じにする、 という仕組みがWECPNLです。

イギリスで綿密に調査された結果では、飛行回数を評価する場合、飛行回数 nの対数をとる方

式 (K log n, Kは定数 )よ りも、対数をとらないより簡単な方式 (0.ln)の方が、 うるさ

さとの相関関係がよいとされている。ふつ う問題になる飛行回数のはんいて0.ln方式を考えて

みると……回数だけが 1∞ 回か ら2Xl回 になったとすると、うるささ指数は、10か ら勧QOだけ

ふえます。一方、騒音 (ピータンペル )の平均値だけが 10だけ大きくなるとやはりうるささ指
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数は10だけふえます。 うるささ指数 (NNI)=ホ 4)+0■ (n+1)一 定数 の弐では、両者は等価

となります。 この ことは、騒音の大 きさが10ホ ン大 きくなると耳の感覚で倍大 きい と感 じるこ

と、お よび、回数だけが 2倍になれば うるささ も2倍 ぐ為いになるだろ うと推定されることか ら

もうなづけます。

ところが、WECPNLで 計算すると、回数だけが2倍になった場合、 うるささ指数は 3しかふ

えません。指数の増加 3は、換言すれば、回数 が変 らず騒音 (ピークレベル )の平均値が 3だけ

大 きくなったことと等 しいのですが、耳の感覚では 3ホ ンとい う音は
″

大 きいかな ?′ と区別が

つ きかねる差にすぎないのです。従 って、WECPNLの 算弐 では
″
騒音 をほんの少 し3ホ ン低 〈

すれば飛行回数を 100回か ら200回 にふやして もうるささは変 らない とい う被害感覚か らはと

うてい うなづけない結果 がみちびかれ貧す。 このことは,方で、
″
増便 しても指数が変 らないの

だから対策 も変えな くて よい″という航空会社や運輸省、空港公団にとっては大変好都合な結果

をもたらします。

最大の問題点であり、WECPNLと 別に、飛行回数の歯止めをかけない と大変な事態をまねい

て し贅いますD

4.重要な問題点なので、 もう一度複習 してみます。 あなたは、次の組合せのうち、どの組合せが

うるさ (被害が大きい と考えますか ? 耳の感 じは、大 きいか同 じかやっと聞きわけられるのが

3ホ ン、倍大 きいと思 うときが10ホ ンの差です。

“

)平均 70ホ ンのジエット機が一日21Xl機

←)〃  73ホ ン  〃

《り   ″  7 6ホ ン     ″

0 ″ 79ホ ン  ″

″    100制畿

″   50機

″   25機

ほとん どの方が、音が少 ししか小 さ くなく回数の多い方 を うるさいと考えるで しょう。 うるさ

さとの関係がよ〈調べられているイギ リスの評価防弐 NNI で算定する と、 うるささの順は、 i・4)

0●0です。 ところが、 WECPNLで は、どれ も同 じ7 0 WECPNLと な ってしまいます。 うる

ささ指数のWIC PNLが同 じだか らというだけで、同 じ対策 となると、被害感覚 とはずれ、行政

の公平さが期 しかた 〈なる点に、 も う一つの問題があ ります。

5.夜間は、 1機ても3倍または 10倍 に重みづけするとはいっても、 1機でも大 きな音をたてる

飛行機があれば安眠は保障されません。夜間の発着については、禁止するか、または騒音の最高

規制値を厳 しく守 らせる ことが絶対に必要です。
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騒音評価単位 WECPNLに 関する解説

騒音被害の表 し方に関 して、住民や市町村、マス コミが最高音 (ピ ータレベル )を強調するのに

対 し、政府と空港公団は平均的評価単位 である
″

うるささ指数 WECPNL″ で対抗しています。

本研究会 は、 5年 前に航空機騒音の環境基準が審議されは じめた時から、評価単位はホンlA)を単

位 とすることを各界に要請 し、WECPNLに 批判的見解を述 べて きま した。

解説を加 えながら、本会の批判を再び紹介 します。

WECPN Lは 、 うるささ指数の一つて、飛行回数 を加味した一種の平均値です。

正式な用語は、 We■ ghted Equivalent Continuous Percived Noise Levelて 、 この頭

文字 をとった略語です。加重等価離均騒音 ンペル と訳されます。

正式な計算は非常に複雑 で、電子計算機で計算するほどです。そ こで、 日本の環境基準測定方法

は、次の略算式 を採用 しています。

WECPNL=ホ ン0+1 0ιogloN-27

パワー平均 ホン側=10 ιo gl。 晏Σ10学

一 日罐 数    n=ND+NE+NN

一 日のカロ重機数  N=ND+3NE+10NN

時間帯別機数  NDは 7～ 19時、 NEは 19～ 22時、 NNは 0～ 7時、および 22

′ ～ 24時合計の機数。

成田の ように深夜便がある場合の関係 グラフは、右上の図の通 りです。一 日100機 の騒音のパワ

ー平均が 73ホ ンならば、 WECPNL70に なります。ただ、パ ワー平均は算術平均 より通常 3～ 5

ぐらい高 くな りますか ら、概算では算術平均 70ホ ンの航空機が 100機ほ ど飛ぶと70WECPNLに

な ります。同様に算術平均 80ホ ンが 100回 て 80WECPNLです。

「 ECPNL」 は、航空機や列車のような間けつ音をエネルギー的に平均することにより、他の定

常騒 と比較しようとする原理にもとづいています。騒音量を土砂の量にたとえれば、盛土を地なら

しした高さといえます。
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「 W」 は、深夜は日由より10ホ ン、夕方は5ホ ン静かであるべきだという一般的な考えから出発

出発して、これもエネルギー的に換算すると、深夜の1機は日申の■0機にt夕方の1機は日中

の3.162機 に相当するという理屈から、重みづけ(ウ エイト)を したという意味です。

′
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資料 18

飛行機の騒音 を測るには指示騒音計か、精密騒音計を使 う。指示騒音計の一例を 図 1に 示す。

測定するには、レベルダイヤルを

CALに して、ファンタションダイ

ヤルをBATに し、メーターの針が
十旨示計

マイクロホン

A  BATの
印より右にきて電池が十分

にあることを確かめ、次 にファン

クシ ョンダイヤル を CAL FCして

針がメーターの CALの 印に くる

ように調整つ まみで調節する。

次にファンクシ ョンダイヤルを

Aにセ ットし、 レベルダ イヤル を

レベルダイヤル

図1 普通騒音計

適当な所にセットする。

動特性は Sと してお く。飛行機の音が、大 き くなるとメーターの針が右に動いて くる。

一番右にきた時の目盛を読み、その飛行機の騒音とする。例えば、図 2の ようにレベルダイヤル

法定J目J立
日騒機行飛

ダイヤル

レベルダイヤル

メータ

80-3=77ホ ン

レベル  |   `~求 める■1定値

ダイヤルの数値  メータの指針値

第 2図 騒音 レベルの読み方

フアンクションダイヤル

(聴感補正特性スイッチ )

レ フアンクション

を80にセ ットすると、メーターの 0の所に針がき

た ときが80ホ ンであるから2図の場合は77ホ ン

とい うことになる。

注意は、風のあるとき防風スタ リーンをマイクに

かぶせること、近 くに音を反射するような壁な どが

ないかどうか確かめること、 (1,′ 以上はなす )な

どである。
ン
い

，
―

　

一

ヽ
多

゛
／
＋
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資料 19

飛行機の高度 とコースの測定法    jl

I 大型分度器による方法

図■のような大型り度器を作り、一直線上に十分な距離をもった二地点P,Qを 定め、そこか

ら、 この直la■ を通過する飛行機の仰角を測り、それぞれα,β とすると、第2図の時、 Sは、

S=_tanp_1… … … … …… …… ①

t all α

となり、 hは

h=S tan β・…………………・・・…………………・・121

となる。

又、第 3図のときはSは

・…………………………………・・(3)

と
　
　
一ュ
彙
砕
一

S=
, anf +1
tana

なり、 hは 12)式で出てくることになる。

機 種 全 長

B-707-300

B-727-1'00

B-727-200

B-747

B-747-sP

DC-8-50

DC-8-61,63

DC-8-62

DC-10-40

L-1011

A-300

VC-10

BAC-111

1〃-62

Tu-154

46.59(″ )

40.59

46.68

70.51

56.31

45.92

57.12

47.98

55.52

54.44

53.6]

52.32

32.61

433
47.9

第 1図  大形分度器 -48-
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第 2図

~~/Q~B

飛行機力堺 側を通過したとき

なお、第 1図の豆電球は側間にパイプの穴をはっきりさせるためで あり、分度器は写真の三脚な

どに取 りつけられ るように工夫する。

I写 真 による方 法

原理は遠くの飛行機は小さく写 り、近 くの飛行機は大きく写ることをVll用する。

① ほ 真ゝ上の時 (図4)

ほぼ真上とい うのは真上 よりlo° 以内と考えれば よい。

10° ズンても、高さ 1000″ の時 15″ の誤差にな り、

水平距離で175″ のズンになる。 この くらいなら、測定結

果にはほぼ影響ないと考え られる。

飛行機の長さをL,フ ィルムに写 った像の長さを形 ,

カメラの焦点距離を f,と する と、 レンズか ら飛行機 まで

の距離Xは

LOf
………………4)X=

で表 わされ、この時はXがそのまま高さになる。長さを正

確に出すためには、飛行機の胴体と翼の先端を結ぶ線が直

角になる時をねらってシャッターを切 る。

卜Z―■
第 4図 真上 の とき

くヽ 壮二___B_― ~/P

第 3図 飛行機が P.Q間 を適 したとき
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② 飛行機が真上でない時 (図 5

図 5の ように、カメラに

分度器をつけて飛行機を撮

った時のカメラの仰角を測

っておく。 この時の角をα

度 とすると、まず、レンズ

から新 機までの距離X:

は

で=サ … ⑤

となり、その時の高さhは

h=X esinα …(61

水平距離yは

y=Xi Ocosα

「‐ガ
Ｌ

卜

‐

‐

‥

K一
―一―一

………171

となる。

この時の注意はできるだ    ・

け真横にきたときを撮 ること

第 5図 真上でない とき

てあり、カメラの軸の方向を磁石で測っておくことであれ

なお、写真を撮 る時は距離は無限大 (∞ )、 シ ャツターは 1000分 の1移、 フィルムの感度

をA S A lIXlと すると、絞 りはF4位になるようである。

成田に乗り入れている飛行機の長さをあげてお く。

フィルム上の像の長さを測る時はルーペを使った り、フィルムをスライト映 画機で拡大 して

測ったりすると正確になる。
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あ   と  力ゞ   き

開港後各地で予想外のそう音をもたらし周辺住民の生活がおびやかされつつある状況のもとで、

「 どうしたらよいのか」と対策に苦慮している多くの住民の声を耳にしました。

本会は創立以来、測定調査、研究を重ねてきました力、 その資料を広 く市民に公開臥 一部分で

も結構です、生活を守るための一助にして頂ければ幸せ と思いここに発刊した次第です。

コース、高度、ずれによるそ う音の大小や、騒音軽減のためにはどんな飛行法をすべきかなど、

提言 L′ た次第です。

本書発刊に際しては空港周辺の南北の住民の協力はもとより自主的に組織された各会のみなさん

の協力があった事を申しそえあわせて資料の提供等に深謝する次第です。

協 力 団 体

。空港から暮 しを守る成田市民の会

。空港被害をな〈す山武郡の会

・ 栄町空港公害対策協議会

。芝山EIE音対策研究会

。郷土と暮しを守る下総町民の会

。空港公害から多古町民を守る会

。平和塔奉賛会

本会のこの調査資料集は第 5集 となり既刊の ものはつどのものがあります。

資料集 第一部 「 航空機騒音の測定資料 と予測図」

第二部 「 航空機騒音の被害調査資料 と環境基準 」

第二部 「 空港南部騒音現況調査 」

第四部 「 新東京国際空港に於ける騒音予測図」
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